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ソニー株式会社及びソニーグローバルソリューションズ株式会社の 

共同新設分割（簡易分割）による新会社設立に関するお知らせ 

 

ソニー株式会社（以下、「当社」又は「ソニー」）及び当社の100％子会社であるソニーグローバルソ

リューションズ株式会社（以下、「SGS」）は、2013年9月13日付にて発表した国内ソニーグループ向け情報

システム関連業務の一部の、アクセンチュア株式会社（以下、「アクセンチュア」）への業務委託（以下、

「本業務委託」）に関連して、2013年12月12日付にて、当社及びSGSがそれぞれ営んでいる国内ソニーグ

ループ向け情報システムの保守及びエンハンス事業（電気・メカCAD事業を除く）（以下、「本事業」）に関

して当社及びSGSが有する権利義務の一部を、共同新設分割の方法によって設立する新会社に承継さ

せる会社分割（以下、「本会社分割」）を行うことをそれぞれ決定しましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

 

なお、本会社分割は、当社 100％子会社と共同で行う簡易分割であるため、開示事項・内容を一部省

略して開示しています。 

 

記 

 

１． 会社分割の目的 

本業務委託に関連して、本事業に関して当社が有する権利義務の一部を新会社であるアプリケー

ションデリバリーサービス株式会社（以下、「ADS」）に承継させるため。 

 

２． 会社分割の要旨 

（１） 会社分割の日程 

新設分割計画に関する代表執行役の承認   2013 年 12 月 12 日 

会社分割期日（効力発生日）   2014 年 4 月 1 日（予定） 

（注１）本会社分割は、会社法第 805 条に定める簡易分割の規定により、新設分割計画に関する株

主総会の承認を得ることなく行います。 

 

（２） 会社分割の方式 

当社及び SGS を新設分割会社、ADS を新設分割設立会社とする共同新設分割です。 

 



 

（３） 会社分割に係る割当ての内容 

本会社分割により、当社は ADS から対価として ADS の普通株式 1 株の交付を受けます。 

 

（４） 新設分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社が発行した新株予約権及び新株予約権付社債の取扱いについて、本会社分割による変更

はありません。 

 

（５） 会社分割により増減する資本金 

本会社分割に際して当社の資本金の増減はありません。 

 

（６） 新設分割設立会社が承継する権利義務 

ADSは、本事業に関する資産、債務、その他の権利義務を当社及びSGSが作成する共同新設分

割計画書に定める範囲において承継します。 

 

（７） 債務履行の見込み 

当社は、本会社分割の効力発生日以降に弁済期が到来する債務につき、ADS による履行の見込

みがあると判断しています。 

 

３． 会社分割の当事会社の概要（当社及び SGSの数値は 2013 年 3 月 31 日現在又は 2013 年 3 月期。

ADS の数値は設立日現在） 

（１） 当事会社の概要 

（１） 商号 
ソニー株式会社 

（新設分割会社） 

ソニーグローバル 

ソリューションス゛ 

株式会社 

（新設分割会社） 

アプリケーション 

デリバリー 

サービス株式会社 

（新設分割設立会社） 

（２） 事業内容 
電子・電気機械器具の

製造、販売 

情報システムの開発、保

守、運用 

情報システムの保守、運

用 

（３） 設立年月日 1946 年 5 月 7 日 1988 年 2 月 16 日 2014 年 4 月 1 日(予定) 

（４） 本店所在地 
東京都港区港南 

1 丁目 7 番 1 号 

東京都品川区北品川 

５丁目 1 番 12 号 

東京都品川区北品川 

５丁目 1 番 12 号 

（５） 
代表者の 

役職・氏名 

代表執行役  

平井 一夫 

代表取締役社長  

堺 文亮 

代表取締役社長  

関谷 宏 

（６） 資本金 630,923 百万円 100 百万円 100 百万円 

（７） 
発行済 

株式数 
1,011,950,206 株 148,920 株 1,000 株 

（８） 決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 8 月 31 日 



 

（９） 
大株主及び

持株比率 

Moxley and Co. LLC        

5.64％ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信

託銀行株式会社（信託

口）         5.17％ 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀

行株式会社（信託口）               

      4.69％ 

Goldman, Sachs & Co. 

Reg      2.30％ 

SSBT OD05 Omnibus 

Account – Treaty 

Clients       2.25％ 

ソニー株式会社 

 100％ 

ソニーグローバルソリュー

ションズ株式会社 

 99.9％ 

ソニー株式会社 

 0.1％ 

（10） 純資産 
2,681,178 百万円 

（連結）（注） 
9,666 百万円（単独） 100 百万円（単独） 

（11） 総資産 
14,206,292 百万円 

（連結） 
56,486 百万円（単独） 407 百万円（単独） 

（12） 
1 株当たり

純資産 
2,174 円 07 銭（連結） 64,907 円 37 銭（単独） 100,000 円（単独） 

（13） 売上高 
6,800,851 百万円 

（連結） 
54,956 百万円（単独） ― 

（14） 営業利益 230,100 百万円（連結） 1,603 百万円（単独） ― 

（15） 経常利益 
245,681 百万円（連結）

（注） 
1,409 百万円（単独） ― 

（16） 当期純利益 
43,034 百万円（連結）

（注） 
▲442 百万円（単独） ― 

（17） 
1 株当たり

当期純利益 
42 円 80 銭（連結）（注） ▲2,972 円 70 銭（単独） ― 

（注） ソニーは米国会計基準に基づき連結財務諸表を作成していますので、「純資産」、「経常利益」、

「当期純利益」及び「１株当たり当期純利益」については、それぞれ「資本合計」、「税引前利益」、

「当社株主に帰属する当期純利益」及び「1 株当たり当社株主に帰属する当期純利益」の数値を

記載しています。 

 

（２） 分割する事業の概要 

a. 分割する事業の内容 

国内ソニーグループ向け情報システムの保守及びエンハンス事業（電気・メカCAD事業を除く）の一

部 

 

 

 



 

b. 分割する事業の経営成績 （2013 年 3 月期） 

売上高 ソニー： 0 円 

   SGS: 0 円 

 

c. 分割する資産、負債の項目及び金額 

資産  ソニー： 151 百万円 

SGS: 256 百万円 

負債 ソニー： 151 百万円 

SGS： 156 百万円 

 

４． 会社分割後の状況 

本会社分割による当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容（本会社分割の対象

となっている事業を除く）、資本金及び決算期の変更はありません。 

 

５． 今後の見通し 

本業務委託に関連して、本会社分割後、当社は当社が保有する ADS 株式 1 株を SGS に移管し、

その後 SGS が ADS 株式の一部をアクセンチュアの 100％親会社である Accenture Holdings B.V.

に移管することにより、ADS を SGS と Accenture Holdings B.V.の合弁会社とする予定です。 

 

なお、本会社分割による当社の 2013 年度連結業績への影響は軽微です。 

 

（参考）当期連結業績予想（2013 年 10 月 31 日公表分）及び前期連結実績 

 
売上高及び 

営業収入 
営業利益 税引前利益 

当社株主に帰属

する当期純利益 

当期連結業績予想 

（2014 年 3 月期） 
77,000 億円 1,700 億円 1,800 億円 300 億円 

前 期 連 結 実 績   

（2013 年 3 月期） 
68,009 億円 2,301 億円 2,457 億円 430 億円 

 

以 上 
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